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公
益
法
人
の
会
計
に
関
す
る
法
的
規
制

田
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三
千
務
日
門
2

庁
に
一
か
る
訂
吋
」
に
岱
っ
て
、
法
人
格
キ
一
取
得

ν
う
る
も
の
♂
一
し
て
い
ん
J

一
日
吋
、
ェ

（非
y
p
一
利
ド
）

義
τ
N
U
U

下
点
止
前
ロ
人
法
一
川
凶
ル
カ
に
基
づ
い
て
設
斗
さ
れ
た
法
人
を
「
公
益
法
人
」

y
u
v
p

勺｝｝一

そ
ν

て
、
こ
の
一
で
つ
な
判
別
皮
下
に
お

い
て
公
益
法
人
殺
は
午
々
塙
九
州

L
、
品
一
次
人
戦
位
、
達
、
間
口
取
い
同
l

円。

r’h
総
司
伝
部
の
経
済
科

y円
向
調
J
h
H

一↓口幽潔
M
d
笑
杭

L
九
に
詞
脊

ニ
ト
ム

1
J
l
て

M
N川
リ
↓

l
j
j
t

日
干

司
年
ー
ハ
月
一
〈
い
日
制
在
で
は
、
討
司
法
人
泣
か
社
凶
法
人
の
ふ
円
で
訂
で
い
り
よ
そ
万
法
人
が
設
立
台
、

一ハH
4耐
J
い人

制
度
改
革
川
崎
述

法
が
成
立
し
た
寸
吹

お
よ
そ

万
五
手
法
人
が
投
守
さ
れ
て
い

八
年
に
は

L
か
L
な
が
ら
‘
こ
の
よ
う
な
川
公
位
法
人
制
民
じ
は
多
く
の
廿
越
が
存
す
る
こ
し
ど
も
ま
た
抱
同
情
さ
れ
て
き
た
Y

と
こ
ろ
と
あ
る
い

ま
ず
、

旧
三
益
法
人
制
皮
下
μ

お
い
て
、

長
叫
し
的
見
新
は
、
一
公
益
」
と
は
社
宗
主
般
の
利
益
、

」
司
会
わ
ち
不
特
定
多
数
の
高
山
科

訴
を
寺
山
吹
し
、

社
出
の
場
き
つ
い
、

単
に
応
用
滑
成
長
の
利
』
存
在
寸
イ
的
と
す
る
ど
け
で
は
点
官
れ
と
め

J

て
も
公
掃
討
的
と
は
い
マ
ん
な
い
ト
Y

一

す
る
と
と
も
に
、
公
論
法
人
は
和
一
似
的
｝
ワ
一
千
術
、
校
山
、
慈
苔
、
祭
出
、
宗
教
そ
の
他
の
公
，
雌
に
院
寸
ノ
ヤ
事
業
ー
を
再
的
と
し
な
灯
れ
ばν

、

な
ら
ん
ふ
い
ど
蒲
じ
、
公
訴
そ
の
も
の
で
は
な
ど
一
公
パ
m
に
関

y
る

と

規

定

4
る
す
へ
坪
か
ら
づ
れ
ば
、
か
な
り
ι眠
状
川
に
幌
町
、

L
t
い
た

ー
〕
か
し
な
が
ら

法
人
の
設
す
ト
許
可
ム
一
一
司
会
｝
保
守
コ
つ
具
体
的
な
設

υ訂
引
可
甚
生
日
が
＋
竺
υ
i
何
ら
定
め
ら
れ
な
か
J

P

結
m

宍

詐
叶
じ
閑
v
r
L

土
務
H
V
U
P
L
山
況
な
裁
量
し
か
認
め
ち

円
九
人
行
政
J
u
h

り
の
小
川
管
事
務

a

一
ペ
一
」
れ
て
い
た
公
r
卦
法
人
の
引
認
吋

、41

、

？し
1
4
J
J
V仁

に
閑
Lq
る
紋
務
権
限
的

部
カ
、
約
二
次
大
戦
山
に
許
認
可
主
拐
の
前
素
化
を
円
的
y
－
1

L

制
削

U
N
σ

れ
た
計
吋

Tm可
呈
臨
時
措
置
法

昭
和
一
ヘ
干
法
七
ハ
号
）

そ
の
判
断
茶
牟
が
e小
μ
刊
か
つ
い
口
く
な
り
が
た
い
主
つ
え

生
J

い
ょ
っ
亡
都
道
府
出
い
委
譲
さ
れ

I: 

人
山
誠
一
概
九
日
休
日
re小
川
砕
で
あ
っ
ん
～
三
と

出
川
比
佐
法
人
い
は
縦
訓
ト
L

乃
各
国
開
店
開
通
措
置
が
刊
守
さ
れ
た
こ
と
か
し
り

ノ日

益

と
の
流
速
叫
が
疑
わ
し
い
法
人
が
数
多
く
設
！
斗
与
れ
る
い
ム
！
っ
た
の
ご
あ
る

ま
た
通
一
訟
は
、

J
百
川
刊
を

H
却
と
し
な
い
も
の
と
は
、

1

法
へ
の
企
咋
常
利
い
川
を
検
成
長
jh
分
配
し
な
い
と
い
〉
こ
と
を
意
味
す
る

一Mmし
て
い
た

こ
の
よ
う
な
遅
説
に

ltっ
営
利
概
念
は

一
第
ト
、
公
益
法
人
が
収
訴
事
装
」
む
と
行
、

J

れ
と
し
と
も

公
益
月
的
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約
に
は
、
毎
年
段
、
車
業
計
向

Jr策
に

ν
、
収
支
子
羊
を
作
べ
午
白
川
叩
終
了
伐
は
、
状
文
決
算
書
や
山
首
R

仙
ハ
人
臣
去
、
山
口
産
け
滋
な
い
ど
の

財
務
諸
表
を
作
る

F

」
！
こ
が
必
安
ー
で
あ
っ
人
ー
が
、
必
正
首
長
法
は
、
八
三
門
司
法
人
の
作
成
す
べ
き
財
務
書
謝
に
関
三
＼
法
人
は
、
設

ム
す
の
時
け
及
川
J
m
凶
作
十
一
月
か
い
っ
三
片
主
亡
の
問
に
対
同
目
録
合
作
成

L
、
ぺ
巾
に
三
れ
を
そ
の
子
た
る
事
務
所
に
沿

X
温
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
O

L

／
だ

L
、
特
い
事
業
年
授
を
設
け
る
ら
の
は
、
設
す
の
時
投
プ
J

毎
事
w来
年
慢
の
終
了
の
時
い
対
昨
日
↑
討
を
作
成

L
な
け
れ
ば
右

hd
人
工
い
。

向
f

）
と
凱
f
屯
す
る
の
み
で
あ
っ

牛ふ
L
h
f

一、

公
品
法
人
一
を
対
象
と

γ
る
ん
μ
一f

口
定
叫
が
は
、
企
業
会
一
υ
と
比
較

M
川仏仏
h

品川

し
て
若
し
く
未
成
判
ハ
で
あ
り
、
品
揮
す
＼
さ
ん
山
I
司草川
hh干
の
解
明
叶
も
十
分
に
行
わ
九
な
い
ま
ま
に
紋
旦
帯
さ
れ
て
い
た
た
め
、
法
へ
の
訪
日
昨

円
に
刻
し
て
で
の
事
装
泊
動
む
財
政
次
況
に
慨
す
る
会
計
情
報
喜
一
法
切
に
慌
不
し
得
な
川
ケ
ス

一
公
斗
法
人
出
会

計
犯
軒
と
会
計
情
報
郡
川
と
監
査
の
ノ
汀
わ
れ
方
口
、
J

川
円
引
企
業
に
比
て
て
詐
山
中
に
す
後
れ
て
い
ν
又司、

－一、

た
と
さ
れ
る

そ
し
工
、

一
｝
の
よ
う
な
公
説
法
人
の
会
斗
引
を
め
ぐ
る
問
時
は
、

加
利
回
一
）
作
一
i

代
）
円
お
け
る
経
営
上
の
不
祥
事
の
夜
発
と
し
て
願
主
化

ー
〕
、
問
州
四
J
J
H
門
会
で
も
取
り

1
4
J
ら
れ
る
に
は
ほ
ん
パ
ご
L
ζ
i
引で
υ

事
態
を
あ
ほ
ー
｝
た
行
政
包
削
V
J♂
は
‘

昭
和
川
六
年
六
円
か
ら
八
月
に

か
け
ご

A
F
U
M
H
」
ん
や
監
察

ゎ
～
象
機
関
と
し
、
「
名
医
省
庁
の
佐
督

i
pし
あ
る
公
r
対
決
人
の
紐
潟
、
章
一
務
窪
り
で
お
ー
ト
ぴ
以
立

iヒ U)

じ裳

資志
望 j戸， 
るら
こ （／

を各
目 I｛＂寸
的〔＇I'/i' 
一円

とに
し お
すこ :t 
i'c ，る
fiえ を三

主主 導
’£三、

九’ 時比一れ
V
H

の位一－

m一状
次
に
つ
い
て

ご
れ
つ
公

F

仕
法
人
に
対
す
る
監
督
ノ
汀
政
的
適
正

ム
で
の
計
判
制
本
に

tzづふけ、

何
年

万

戸

い

公

説

法

人

の

指

導

磁

督

い

羽
宇
る
行
政
草
山

rM柏
果
に
義
一
つ
く
訪
古

L
d「二

J

ワ
一
一
」

υ

j
F
f
J
／
 

二
の
行
政
首
察
結
果

cは
力
組
目
の
向
洋
U

が
じ
わ
れ
ん
が
、
干
の

っ
と
し
て
、

1

公
川
法
人
内
会
副
処
理
に
川
崎
す
る
事
務
処
却
の

接
地
T
T設
け
通
切
な
指
導
JY
行
）
こ
と
一
が
あ
げ
ら
れ
、
ヨ
ハ
体
的
じ
は
、
又
r
凶
治
出
羽
立
し
ん
J

。
六
内
公
上
悼
法
人
に
つ
い
一
【
＼
人
以

討
、
経
泣
の
机
～
鮮
民
況
を
祝
配

L
た
枯
県

匡
庫
補
助
長
お
い
九
ぴ
受
託
世
い
の
使
用
h

院
し
て
い
は

お
お
む
ね
治
一
i

v
処
注
さ
れ
、

3ろ
' J 
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問
題
こ
す
る
も
の
は
な
か
コ
た
が
、

判
庫
補
助
A

や
4

一
安
託
費
寸
itjvん
げ
て
い
な
い
法
人
の
と
か
に
は
、

決
詩
書
類
を
竹
戎
ー
二
、
い
な
い
も

的
、
駐
喜
一
に
よ

ι監
ナ
一
け
を
実
施
L
L
い入
d

い
も
の
、
一
正
肢
の
不
備
な
も
の
、
そ
の
供
会
計
経
理
の
見
回
一
心
J

越
正
で
れ
九
）
い
も
の
な
ど
が
認

引
い
つ
れ
丈
。
一
土
し
、
「
ま
た
、

1
7

山川
1

む
け
は
、
ヘ
ム
説
法
へ
の
討
持
一
J
t
r
J
A
の
迫
正
を
則
「
る
P
J
め
ヘ
ム
、
説
法
人
の

経
埋
に
間
一
3
F
Q

事

持
品
川
処
迎
基
準
を
不

L
、
土
れ
に
上
り
適
切
な
指
導
を
安
打
刊
す
心
必
中
古
M
Y
あ’
u
が
、
戸
～
の
よ
行
な
指
導
は
十
汁
に
／
わ
わ
れ
亡
U

な
い
円

L

た
が
っ
て
、
各
市
省
庁
は
公
続
法
人
内
会
計
、
げ
九
引
加
の
波
日
化
ド
つ
い
て
注
告
す
る
l
r
と
も
に

子
凶
ハ
お
よ
び
江
川
算
川
河
係
全
υ
換
の
作
成

ト
力
法
、
事
業
成
績
を
巡

H
い
十
五
一
市
す
る
た
め
い
必
要
な
、
一
昨
品
約
な
防
J

疋
科
目
の
例
示
、
公
任
事
業
か
ら
牛
ず
る
一
内
得
に
刈

13ゐ
経
印

一
以
耐
事
業
か
ら
牛
ず
る
所
得
ト
附
門
司
る
任
理
と
の
区
九
万
九
肝
証
の
具
体
的
安
部
一
な
と
、
会
計
”
経
泣
に
炉
問
」
司
る
や
務
処
埋
の
基
準
J
M
一一不

し
、
的
町
搾
な
指
喝
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
」
と
釘

E
し
と

院
杭
い
府
ル
れ
庁
は
、
こ
の
勧
止
u
の
芋
日
｝
山
慌
世
主
れ
た
与
府
右
庁
文
書
諜
E
i
い
寺
公
蕊
！
日
お
い
て
、
公
γ正
法
人
肢
が
叶
事
務
の
統
一
的
改
葬

を
実
捻
j
る
式
抗
、
一
許
容
庁
間
担
中
i
課
況
に
よ
～
一
て
構
成
さ
れ
る
去
弘
法
人
肢
は
斗
市
T
務
直
一
新
協
議
九
日
」
f

以
下
、

連
給
協
議
会
」
と
i
v

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

一、

コ

を
設
禅
1
1
八

λ

説
法
人
の
二
討
、
終
四
一
ド
ド
関
寸
7
Q

事
務
処
間
＋
培
地
一

4
っ
し
て
桧
討
す
る
と

れ
回
一
に

ー、、！

と
Z

一一

開
宇
る
絞
的
な
事
務
処
昭
基
準
会
作
成
す
ゐ
F

k

a

一
は
、
問
担
子
会
寸
、
続
開
γ

い
閃
寸
J

る
守
山
円
分
野
仁
川
明
す
る
ご
と
、
更
に
、
持
公
烹

経
胞
の
お
導
が
各
三
時

H
庁
そ
れ
ぞ
れ
に
ノ
汀
わ
れ
て
い
や
こ
y
等
の
事
情
が
あ
り

、
な
こ
慎
粛
に
取
り
組
む
必
妻
子
あ
万
一
て
“

注
入
に
対
寸
7
Q

会
対

間
以
刊
各
方
－
E
の意図リ品
LT阿

そ
F

～
f
、
述
誌
協
議
会
何
事
務
一
切
て
あ
コ
kr一
方
閣
総
司
大

F
官
碍
管
理
主
い
か
討
間
決
人
公
位
法
人
協
会
に
公
話
法
ヘ
会
副
基
埠
索
の

作
成
を
川
和
川
和
t

る
こ
と
と
な
れ
、
同
協
会
は
学
識
将
験
計
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
設
け
て
説
存
研
究
を
じ
っ
九
人
後
に
原
案
を

提
出
し

そ
の
い
原
案
を
装
い
協
議
会
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
会
一
川
の
事
円
京
の
参
加
を
求
め
る
入
ゆ
い
て
怯
草
な
検
討
l
J
行
わ
れ
ど
鮎
果
、

所
ノ
、
町
社
｝
ム

↑
＝
月
内
U
の
会
議
に
お
い
て
最
終
的
な
合
意
が
得
＼

J

れ、

zt絡
協
議
会
の
申
し
合
わ
せ
と
し
て
「
公
赴
法
人
会
計
草
川
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生
十
』
一
以
下
、
「
悩
相
丘
一
一
不
義
議
」
と
い
、
7
：
一
が
作
成
さ
れ
と
一

こ
の
昭
和

π一
年
茶
盆
は
、

v
rに
公
益
日
的

「
一
官
同
刊
に
基
づ
い
て
、

各
公
益
法
人
に
寄
附
十
会
費
の
杉
で
撚
凶
j
k
c

れ
F
資
貯
が
、

い
使
弔
さ
れ
ぐ
小
、
午
仙
『
A

問
の
張
者
ふ
ん
、
吋
産
円
一
明
減
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

可
ぺ
勺
？
？
し
、

E

L

！
l句

そ
の
結
果
年
度
末
の
け
仕
一
の
伏
況
は
ど
う
て
あ
る
が
ぺ
与
を

公
益
法
人
内
村
た
的
責
任
の
遂
行
状
況
を
会
で
F
f
か
ら
小
t
こ
と
や
目
的
ど
1
る
も
の
で
あ
h
、
そ
η
性
吟
い
つ
い

ピ
は
、
「
こ
の
会
一
一
口
長
準
は
、
公
員
法
人
会
7

一日

μ
冴
7
7

る
一
般
的
、
標
準
均
な
基
キ
を
示
し
た
も
の
で
あ
れ
、
公
益
法
人
会
一
υ
の
坤
論

及
び
宍
務
内
進
区
に
却
し
て
、
斗
仁
川
河
更
に
、
有
丈
と
改
ヰ
竹
を
吋
一
J

F

L

行
こ
う
と
す
む
も
の
じ
あ
る
ρ

」
戸
川
和
五
一

年
基
準
前
文

一
き
れ
七
こ
な
お

足
基
準
に
お
い
て
、
公
訴
法
人
が
作
成
す
♂
＼
長
一
計
算
古
語
と
し
亡
、
改
正
請
只
法
が
定
め
る
財
来
月
何
町

店
刊
五

』
加
マ
／
て
収
支
品
川
同
書
及
び
賞
作
対
照
夫
が
羽
疋
さ
れ
、

計
詩
4
Z

口
む
郊
に
は
な
い
子
算
書
世
び
会
計
絞
認
に
つ
一

L
て
も
規
正
が
設
け
九
れ

しY
り
す
九
市

t斗
U刊
か
h
M
斗

H

、

そ
の
浪
模
、
ギ
尖
ー
内
容
等
多
岐

同
町
内
主
主
基
半
の
性
格
に
関
す
る
前
文
の
吉
、
誌
に
、
ノ
い

t
、

八
日
誌
法
人
は
、

一
つ
二
っ
と
ヨ
九

i
i
7

一

j
i句

つ
の
基
込
で
絞

ま

強
制
む
を
持
七
日
一
お
ご
ら
も
乳
M
Y
e
q
で
は
向
一
P

一
↓
で
な
い
と
与
え
ら
九

」ヲ’
hw

－L
Y
こ
J
U

、

る
つ
し
た
か
つ
て
、

J
h

会
計
基
準
は
、

最
も
一
般
的
、
係
議
的
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ζ

L

L
一
小
三
一
も
の
で
あ
り
、
法
八
μ
に
基
づ
い
て
削

｛
た
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

各
法
人
に
強
制
的
に
迎
巨
川
さ
れ
ゐ
と
い
っ
た
ド
格
の
も
の
で
は
な

t

亡、
i
t
八
下
手
寸
法
人
会
計
の

特
引
を
踏
ま
え
と
前
百
十
一
一
七
日
て
い
る
n

ま
か
一
、
民
法
い
根
拠
刻
尼
子
見
当
た
ら
な
い

F

と
か
ら
、

1

公
考
吐
い
へ
は
、

一
般
的
の
場
人

そ
の
J

ベ
一
引
の
同
店
内
地
方
法
等
の
失
言
の
対
話
構
造
い
つ
い
亡
ま
で
伺
の
行
改
が
河
与
す
る
必
要
性
デ
あ
る
し
九
は
m
u
わ
れ
な
L

一
と
も
論
…

〆
〉

L
二。

［
t
a
l
l
 

L
か
L
、
こ
の
上
う
な
見
解
力
方
r
J

ヘ
ム
治
法
人
公
百
ド
ド
吋
ヲ
る
十
九
信
感
を
山
同
計
と

1J
亡
、
川
町
和
立

年
七
宅
地
γ
に
法
的
「
強
制
一
力

を
持
た
せ
る
べ
さ
で
あ
る
と
い
う
意
見
」
も
あ
っ

そ
の
主
う
な
古
川
は
を
！
大
休
的
ド
U
1
1
f

判
ー
と
し
て
、

昭
利
工
六
F
q
に
舵
保
さ
れ
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た
葺
円
九
悶
川
内
軍
司
回
会
い
お
い
て
戎

vy
三
九
人
制
法
等
改
正
法

政
府
が
認
叶

ィ、
0) 

毘会

一
問
和
Y

川
六
午
法
律
十
ぃ
川
口
）

い
悶
浅

υ

料

H
Fに
あ
ゐ
八
三
司
法
人
に
つ
ご
、
は

会
イ
日
比
歩
議
会
一
法
制
化
ー
υ

人バ
U
N

心、、
l

i

y

一？

f
f
z
三
ι
バ刀

ν

け
る
に
と
を
枚
討
す
る
ご
い
一
z

t

y

ぃ
、
つ
附
帯
サ
バ
一
一
m
t
T
京
一
議
日
法
務
委
員
会
に
お
い
て
目
さ
れ
た
こ
と
ま
あ
げ
す
一
と
が
で
き
ゐ
n

こ
の
別
品
川
小
♂
の
内
容
に
つ
い
t
、は、

一
小
）
い
将
来
に
尖
制
す
’
U

土
と
や
昨
実
相
す
る

E
兄
も
あ
っ
た
も
の

後
述
」
ヲ
ム
匂
ょ
、
つ
に
、

ι↓
t
R
b王
fa
ま
で
符
乏
の
成
文
化
さ
れ
た

会
計
基
準
内
示
出
会
一
法
的
じ
及
川
訓
ず
る
判
明
度
は
現
丈
化
L
C
い
な
い
口

な
お
‘
土
作
品
泊
五
庁
は
、
原
却
と
し
て
山
初
立
年
よ
い
泌
を
ず
＼
て
の
公
益
法
人
じ
活
用
予
る
よ
う
抱
一
掃
す
る
が
、
士
務
官
庁
が
ヰ
「
該

基
準
を
連
制
司
る
こ
と
が
滋
当
で
な
い
1
Y

一
判
断
［
た
法
人
二

J

い
て
は

当
分
の
問
、
そ
の

部
i
u
h令
部
を
淀
固
刑
し
な
L
こ
と
が
で

な
と
も
の
ー
と
さ
れ
て
い
：
ー

fmm
和

τハ

午
基
神
1
4
司ー
λ

こ
の
前
町
北
れ
二
年
恭
準
は
、

で
の
い
犯
行
伶
vL
土
与
を
経
て
一
全
同
法
人
の

vれ
ヘ
割

J

｝
円
普
及
す
る
に
一
一
十
コ
た
と
き

公
益
法
人

会
計
心
遣

ι化
柏
町
準
化
の
た
め
に
大
さ
く
貢
献
し
ζ
き
た
が
、
何
公
に
も
公
誌
法
人
の
規
模
が
十
、
小
さ
ま
ざ
ま
で
ー
め
り
、
ま
し
に
そ
の

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

川＋世早大一の性格

H
的
も
松
川
作
な
ん
r
A

滅
型
か
ら
状
パ
ー
明
γ

じ
古
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の
一
れ
〉
な
主
管
に

い
届
適
介
）
だ
ん
山
計
某

准
平
安
一
策
壬

v
、
ま
ど
計
ぺ
川
昇
書
類
の
体
系
等
に
つ
い
て
も

r
相
～
リ
制
的
か
っ
，
Z
出
可
誌
な
も
の
に
改
め
る

J

止
要
が
あ
る
こ
の
景
兎
か
を
方

町
和
白
七
／
川
十
！
一
つ
霊
能
高
議
会
等
に
お
い
て
ω円
相
T
1

年
基
準
の
問
題
斤
の
明
常
化
と
改
者
続
的

出
！
一
ら
帝
可
せ
ら

ぷ
F

一
千

ム川火刈
1
M
M
J
刷
副
司
ん

υ
ぺ一一什
Lι
どい凶
J

－
ど
う

e
り
と

－

F
2
7
E
i
R
一

1

7

7

4

K

ノ

間
利
h
八

年

三
H
f
h
d

ら
公
益
法
人
の
指
導
猛
省
等
に
閣
づ
7

U

行
問
訟
」
U
m
M
J
L
杭
さ
れ
も
詰

察
結
累
に
i
柄
、
〉
く
幻
止
円
ド
ゲ
昭
利
ハ
〈
い
ヰ
九
月

C
日
に
↑
れ
わ
れ

そ
し
て
を
の
青
佼
の
け
川
年
九
月
一
七
日
の
公
益
法
人
指
導
誌
督
沖

絡
会
議
F

以
一
、

』
述
叫
祈
ム
町
一
一
語
一
と
い
う
一
u

）
の
泌
｛
疋
じ
よ
っ
て
川
町
約
五

午
基
車
内
全
部
改
け
が
七
一
一
れ
七
（
て
の
改
在
九
々
の
公
益
法

人
会
出
基
準
を
「
同
和
六
〔
ノ
年
基
半

述
斜
会
議
は

一
円
に

一
公
訴
法
へ
AV
運

d

百
に
日
刊
す

ー
ま
た

昭
和
六

年
七
ロ
い

J

しミ

る
指
導
監
督
基
満
」
を
決
定
し
、
こ
の
基
準
に
お
い
v
＼
川
町
布
ム
ハ
パ
L
r
r
t
基
棋
の
域
明
ヰ
一
す
べ
て
の
旧
公
杭
法
人

μ
指
導

1
る
も
の
ど
悦
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格
化
Y
J
r

1
u

か
L
な
が
ら
、
こ
の
昭
和
六
八
）
可
基
単
に
つ
い
て
も
、
ウ
八
九
九
一
法
人
は
、

そ
の
規
模
、
事
業
内
百
等
多
似
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ん
r

国
内
改
汁
に
J
H
い
て
、
同
等
イ
刀
法
の
簡
素
化
ぞ
事
長
成
績
を
一
ボ
ヲ
7

一
日
待
の

2

専
入
社
j

に
よ
り
多
く
の
公
益
法
人
い
直
弔
す
る
た
め
の
方
検

を
鳴
門
じ
よ
が

そ
れ
で
ム
な
お

の
恭
準
戸
一
け
で
九
十
て
の
公
説
法
へ
の
公
計
を
い
祝
ず
る
一
、
と
も
、
ま
た
、
川
虫
剤
り
を
持
た
せ
る
こ

と
も
現
時
山
A
C
は
近
山
」
で
な
い
l
L
V
7
え
ら
れ
る
い
し
た
が
っ
て
、
本
会
百
基
準
は
、
長
ち
一
校
的
、
川
市
準
ι川
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
／
と

L
て

示

L
た
す
も
内
「
あ
れ
、
法
人
下
じ
基
づ
い
て
制
定
ぷ
九
た
も
の
で
は
な
い
の
で
‘

hET務
官
庁
は
人
エ
亡
の
－

m皆
公
掃
法
人
に
滝
川
す
る
よ

ヰ
指
f

川
守
す
る
宇
一
と
と
は
な
之
市

各
法
九
に
強
制
約
に
巡
刑
さ
れ
る
と
い
っ
た
利
治
の
も
の
で
は
な
い
＝
と
し
て

陀
礼
｝
J
J

車
ー
と
ほ
ぼ
同
様
の
前
日
況
が
な
き
れ
た

公
ご
何
日
ト

い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
的
発
生
と
そ
の
崩
設
は
、
公
，
止
法
人
を
め
く
る
村
会
的
、
経
済
的
な
球
岐
変
化
を
も
た
ら
し
、
行

政
し
も
重
要
な
お
警
を
f
斗
J

え
る
こ
と
と
な
っ
疋
り

ナ
な
わ
ち

パ
ブ
ル
怪
文
明
の
結
壌
に
よ
コ
て
生
と
た
ん
す
融
撚
悶
に
お
け
ゐ
不
）
一
慣
性
処
担
を
は

ν
め
己
す
る
多
く
の
が
会
的

的
な
問
週
的
発
笠
を
究
機
〆
了
〆
て
、

μ
ハ
民
の
四
刊
に
情
い
れ
公
開
J

ど
間
四
く
安
清
宇
る
気
車
が
高
ま
る
と
と
も
い
い
、

い
わ
φ
る
規
制
緩
和
的
主

畏
が
IH口車川
J

れいの、
r
h
1
4旧
問
主

J

L

情
報
公
闘
を
安
前

L
た
一
〕
ま
た
、
公
益
法
人
に
栴
次
ぐ
不
持
事
は
、
公
持
法
人
の
淫
！
百
十
十
ぃ
一
務

H

行
の
指
導
掠
督
の
あ
川
リ
方

ι汁
し
に
多
く
の
批
判
を
巻
き
起
こ
ヲ
こ
と
j
な
っ

こ
の
よ
う
な
状
況
ミ
で
、
平
成
人
年
九
円
一
ハ
〉
口
れ
に
は

一
公
説
法
人
の
設
立
司
一
町
枝
ヂ
指
導
孟
村
口
ぃ
恭
準
4

f

以

、

指

導

誌

背

茶

準
一
と
い
う

ほ
."F 

公
益
法
人
に
対
す
る
検
査
守
の
委
た
生
J

心
持
ヲ
る
草
川
準
－
が
協
議
況
定
さ
札
前
面
じ
お
い
て
「
公
語
法
人

は
、
設
山

U
的
の
達
成
与
の
た
的
、
健
ん
な
事
長
活
討
を
郁
続
ず
る
い
必
前
夜
な
惟
問
し
ど
し
た
対
段
的
基
礎
を
石
ず
る
と
と
も
に
、
ト
出
M
W

な
会
計
処
証
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
会
ら
九
日
い
と
さ
れ
、

公
説
法
九
比

1

疋
町
と
し
て
公
パ
刑
法
人
会
計
基
求
に
淀
川
、
述
切
な
余
計

山一某
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ιμ
阿
｛
キ
～
行
、
つ
こ
と
t

一
指
導
監
督
恭
議
五
一

〆
一
規
定
さ
れ
た
τ

ノ
で
れ
〆
戸
も
に
、

は
寄
附
行
為
、
伐
民
主
ふ
冷
、
払
川

EH
名
簿
（
在

間
法
人
の

吉
君
主
主
主
1

書
、
収
支
計
算
書
、
正
味
財
産
階
減
計
算
書
、
貸
拾
い
向
山
町
一
夫
、
財
産
目
録
、
事
長
ゴ
川
市
垂
及
び
以
ー
一
ナ

算
き
に
つ
い

Z
土
て
や
事
務
叫
い
荷
量
し
、
平
成

C
年

円
以
海
開
蛤

F
F一ω
事
業
年
時
吐
か
り
原
則
し
乙
1
L
C

般
の
潤
廷
に
耳
、
一
子
、
合
主

手
一
と
ら
説
’
疋
さ
れ

公
益
法
人
に
対

L
C
「
一
般
へ
の
汚
祁
糊
小
が
初
め
て
専
人
さ
れ

一u

ま
た
、
去
、
祉
法
人
の

f

伺
基
準
七
、

定
世
及
川
J

こ
九
ら
の
比
古
車
内
丈
リ
地
状
祝
守
を
川
什
ら
か

μ
す
る
と
め
ぷ
、
信
wd
年
度
－
公
訴
寸
法
人
、
に
流
す
る
九
ー
次
報
持
率
H

」
（
い
わ
ゆ
る
公

理
法
人

H
舎
一
を
作
成
す
る
二
と
も
あ
わ
せ
て
伏
定
九
九
た
の

き
り
い
一
ド
成

日
に
院
議
決
定
さ
れ
と

公
一
作
法
人
リ
対

f
－G
行
此
の
際
ヲ
の
ん
凶
り
方

J
F

汀
日
改
革
大
綱
’

一～占。、

』

月

山
改
革
L

が
盛
り
込
ま
れ
、
公
益
法
人
会
計
茶
準
の
文
薄
茶
の
検
討
を
行
う
こ
と
一
き
れ
ど
こ
こ
の
検
討
に
中
」
た
こ
＼

大
F
官
持
活
円
珪
’
守
公
論
法
人
’
山
政
推
進
室
リ
弘
、
市
下
凶

月

公
益
法
人
会
副
基
準
的
見
也
し
に
隈
寸
心
論
点
的
杭
ト
時

＇~ 

間
報
告
）
”
を
公
去
し
て
一
般
の
寺
山

μを
集
り
、

十
成
問
」
市
士
月
一

九
日
に
に
円
以
説
法
人
件
i

す
の
指
導
世
間
江
戸
t
寸
に
問
寸
る
関
係
照
時
今

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

議
幹
子
、
五
一
以
卜

e

－、〉九、、

l
4
7
：！？ 

公
益
古
人
公
」
川
基
盗
じ
っ
と
、
「
削
忠
告
制
止
び
完
執
刊
の
在
民
に
即
〆
て
史
に

j

一

「
幹
事
会
L

一、、ι

、ぺ〆ぺ

デご一品以ゃい
J
4
凶
ゐ
だ
め
の
核
討
を
行
、
つ
も
の
と
さ
れ
、
幹
事
会
的
下
に
有
誠
弄
で
橋
市
札
！
す
る
公
可
法
人
会
計
基
品
格
討
会
」
（
咋

長

川四五
i
ふ
一
早
稲
子
よ
＃
教
M
h
H

ご
日
ト
、
「
基
準
検
討
会
t

と
い
う
J

を
開
件
す
り
ん
ご
と
か
は
ヤ

ν
合
わ

F
れ
た
コ

F

の
汗
去
十
盆
検
討
会

八
い
れ
に
基
準
検
討
会
部

L
舎
と
し
一
1

一
公
話
法
人
会
U

一μ
器
準
一
長
」
」

は
、
最
終
的
に
い
半
成
一

h
午
三
戸
口

を
幹
事
会
に
市
出

L
九に

？？、、
1
レ
グ
に

こ
の
報
告
の
川
氏
、
一
昨
た
士
会
斤
基
準
円
安
打
刊
に
当
た
一
、
必
安
な
事
明
に
つ
い
一
、
総
務
討
に
お
い
て
半
務
的
な
検
司
が

任

E
り
フ
イ
し

l
ぷ

i
l
J

つ
成
一
六
年

（
）
｛
円
四

U
’h
け
で
公
帰
法
人
み
の
抱
昌
三
五
首
J
A

寸
じ
沌
ず
る
認
訴
省
け
述
給
’
J
I
－－日
ι印
会
止
と
し
て
、
問
杓

六
勺
一
年
基
準
の
全
部
改
立
が
γ
れ
わ
れ
ヘ
J

戸
刊
ぺ
、
こ
内
改
正
パ
パ
の
公
位
法
人
会
計
長
準
を
「
ア
成
六
午
恥
砂
防
f

一
、
と
い
う
J
U

こ
の

γ
成
一
三
茶
準
以
、
公
パ
刑
法
人
を
取
り
ま
く
環
ほ
の
苫
し
い
J

ハ
久
化
に
刻
凶
す
る
と
め
、
主
と
し
ザ
、
山
卜
の
三
つ
の
悦
占
か

ι 中
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会
計
ι
処
理
北
九
げ
制
小
の
芸
準
J

ヤ一関門町

υ

附
和
六
へ
い
、
年
茶
吋
遣
の
妓
K
的
改
二
山
・
結
備
会
一
試
み
た
も
の
で
お
ァ
？
一

4
c
れ
る
一

L
9
な
わ
ち
、
「
（
一
）
公
説
法
人
の
事
業
言
動
的
透
明
ド
ヰ
一
楕
向
上
主
セ
、
加
川
付
号
、
会
E
H一
等
か
ら
受
け
入
れ
た
財
に
川
け
す
る
受
託

責
任
を
羽
併
に
宇
る
一
工
、
合
員
じ
亡
、
広
く
川
氏
い
対
し
て
理
解

L
キ
J

？
い
会
一
F
1
1需
を
提
哨
パ
づ
る
こ
と
。
（

む
午
に
お
け
る
景

気
低
迷
等
に
よ
ど
寄
川
口
金
収
入
や
会
費
削
帆
人
の
減
歩
、
低
舎
利
に
よ
る
利
弘
収
入
の
減
少
な
ど
に
よ
っ
て
、

公
話
法
ヘ
に
お
い
、
も
対

T
I
的
人
弘
事
業
逗
営
が
い
水
め
ら
れ
て
い
る
口
こ
の
た
め
、
＃
需
の

層
的
確
ト
計
倣
・
ハ
江
市
し
う
る
会
計
旬
報
を
持
軍
八
一
；
の
こ

と
。
戸
＝
一
〕
保
ー
と
何
慎
川
ふ
ん
寺
山
町
低
資
報
、
持
在
中
」
事
白
岡
取
引
寺
市
川
崎
報
開
r
引
を
通
じ
て
‘
法
人
の
対
科
目
守
一
世
の
透
明
性
会
一
向
的
る
こ

一
一
」
を
よ
宇
一
な
視
占
と

1
一
て
改
正

P♂
l

、fl
j

戸、
こ
の
上
初
つ
な
相
川
町
…
に
す
っ
F
L
A
Y
一
一
法
人
会
計
比
申
込
唱
を
叫
構
築
「
る
と
め
円
企
業
会
計
の
町
論
Lr
一
手
法
を
公
任
i
い
へ
ん
μ
計

！
｝
比
和
い
位
的
に
導
入

L
、
こ
れ
に
上
九
J
L
4
A
，
止
法
人
に
係

yu士
山
引
情
郊
の
透
別
件
は
青
し
く
高
め
ら
れ
ヲ

τ一
に
な
コ
た
と
さ
れ
る

も
勺
と
も
、
、
の
平
成
六
片
基
半
の
作
柄
に
つ

lLt
は、

手
一
の
ん
ぶ
剖
基
準
己
、
公
採
決
人
会
計
に
関
す
る
般
的
、
株
半
的
な

件
申
込
者
宇
ぺ
ご
一
ー
も
の
で
あ
り
、
公
採
決
人
会
計
の
回
論
及
ひ
げ
犬
筏
f
け
逸
民
に
即

L
＼
今
後
、

史

市
允
丈

ιυは
蓄
を
肉
J

て’
U
子勺

〆
｝
宇
る
J
り
の
で
あ
る
〔
」
｛
手
戎

ζ

？
い
て
山
和
白
二
司
茶
準
及
び
同
州
和
六
、
U
司
茶
準
と
全
く
同
一
の
記
載
が
な

六
年
基
準
間
正
二
）

さ
れ
L

い
る

ど
だ
し
も
こ
の
前
文
に
つ
い

C
J
H
菜
当
日
目
は
、
「
公
益
法
人
は
そ
の
税
財
山
、
事
業
内
容
等
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
－
一
と
か
ら
、

会
計
基
準
を
す
べ

c
m法
人
に
論
判
明

L
ご
い
る
わ
け

L
は
な
い
。
と
し
つ
つ
、
「
例
え
ば
、
特
凶
作
法
令
の
埠
定
い
基
づ

U
C
事
茶
を

fLう
法
ー
へ
も
あ
り
‘
そ
う
い
っ
た
法
人
心
場
合
に
よ
る
べ
存
会
一
μ
基
市
が
法
令
い
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
h

灯
、
も
し
く
は
当
該
法
令

を
巧
管

L
ご
い
る
一
じ
寸
か
ら
不
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
心
。
ま
た

公
益
法
人
会
百
基
準
会
一
適
川
出
し
つ
つ
も
、
利
主
口
当
日
昨
白
内
ど
め
よ

り
詳
し
L
財
指
情
報
の
門
戸
町
在

f
J乞
オ
る
こ
と
な
と
も
者
り
で
り
恥
る
＝

こ
う
し
七
ニ
ト
〆
か
ら
、
パ
以
パ
川
法
人
余
計
基
準
は
あ
く
ま
で
も

｛「LJ、？と学l 62 i三・4478) ]1114 戸山12.11 



般
的
、
際
準
的
な
ま
誕
二
、
あ
り
、
へ
j
M却
の
攻
正
に
お
U

ー
の
こ
の
堤
で
は
受
け
が
い
だ
も
の
〆
な
ツ
て
い
る
ご
」
に
説
明
工
、
い
ふ

ソ
亡
し
こ
り
軒
丸
止
、

ι
正

ι

に
〈

i
＝
一
日
：
、

f

ハ
牛
忌
一
必

ip外
的
他
の
茶
単
に
依
拠
寸
文
き
ご
こ

も
1

｝
く
は
市
川
官
官
庁
に
よ
っ

に
制
札
也
九
一
札

亡
指
示
さ
れ

Z
い
る
均
台
、
あ
る
い
は
し
γ
成
一
六
午
義
軍
J
hリ
も
等
特
な
対
務
土
門
滞
在
公
開
等

γ
る
場
合
を
除
主
、
下
成
六
刊
基
革

を
週
間
射
す
る
義
務
が
あ
る
と
ド
岐
し
ヶ
に
い
る
ら
の
と
促
え
る
二
と
も
で
さ
出
七
め
、
基
準
拍
一
端
η
強
制
門
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
公
日
ア
川

法
へ
の
多
段
川
！
か
ら
草
川
キ
の
い
q
M適
用
し
は
汗
1
J

寸
｝
約
て
あ
コ
た
川
和
r
H

年
基
準
あ
る
い
は
昭
ね
六
ハ
J

年
基
準
の
場
合
と
は
幾
分
異

な
っ
ム
だ
年
象
を
」
す
よ
る
久
力

γ

こ
の
点
、
苅
山
止
め
よ
っ
円
、
改
了
γ
苅
民
f
い
は
制
定
以
来

公
益
法
人
が
そ
の
会
計
を
ノ
り
つ
上
じ
依
拠
す
べ
き
ム
古
川
叶
拾
い
準
を

貫
し
亡
、

想
定
す
る
こ
レ
ふ
は
な
伊
っ
七
だ
け
と
は
な
く
、

酔
川
河
ヨ
録
以
外
の
イ
川
首
主
吉
叩
’
に
つ
い
「
ー
は
、

で
の
作
成
義
務
さ
え
も
公
益
法
人
に
謀
L

！
と
一
を
う
か
う
九
た
一

L
と
が
っ
と

一
の
戸
｝
と
か
ら
は
、

公
説
法
人
は
ポ
i
M
山
一
六
」
比
什
常
事
の
日
活
用
を
法
的
に
強
制
き
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ム
つ
れ
る

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

ハ
だ
）
土
務
dU｛
げ
は
公
益
法
人
心
業
務
を
駐
日
M
H
す
る
ζ

に
も
に
、
監
M
E
K
主
要
な
rh
一υ
を
す
】
匂
こ
己
が
で
主
ノ
ハ
ム
と
Y
C

礼
一
改
正

J

刷

民
法
六
ヒ
矢

境
て
法
人
、
が
こ
の
、
五
時
官
庁
の
佐
官
上
の
命
令
に
渓
反
し
だ
三
さ
は
、
土
し
務
笹
川
は
法
人
の
設
斗
司
可
十
一
取
り

治ト
qf
こ
と
が
で
き

条

お
る

ν
は
法
人
の
恕
阜
、
監
専
又
は
清
算
人
を
過
料
に
弘
常
ず
る
も
の
と
さ
れ

L

い
た
か

一r改
正
問
民
法
七

」リ
F

改
F
前
F
ハ
ペ
い
八
川
一
条
何
一
一
小
一
漬
川
一

UJ
－
一
の
よ
う
な
主
的
明
白
り
に
2
3
え
」
つ
れ
た
設
立
許
J

？
の
取
消
し
ゃ
も
台

t
強
り
な
詰
背

命
令
権
争
一
背
景
に
、
す
一
に
い
下
務
官
庁
が
附
和
白
二
年
茶
準
千
一
陣
刻
ど

L
て
す
べ
に
の
公
益
十
広
人
い
迫
吊
す
れ
川
よ
令
指
導
す
る
も
の
と

公
益
法
人
じ
は
特
段
内
事
湾
内
主
い
限
り
、

t

r

l

 

v仙
町
中

b
u
y－

ア
リ
汁
基
準
を
夜
明
し
て

E
位
打
量
出
ね
を
作
成
す
る
法
的
説
誌
が
間
持

し
ど
時
点
一
亡
、

的
ト
は
あ
っ
ヘ
r
い
に
も
号
、
子
つ
る

ヘ
ム
下
冷
官
庁
の
乾
任
命
令
権
の
ぷ
ぷ
報
却
し
つ
い
て
は
検
討
存
一
望
す
る
清
廷
で
あ
る
と
習
わ
れ
る
が
、

本
一
怖
ご
比
伯
れ
な
い

阪よ法学162 u 4 47:!) !Olo c21112 11〕
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こ
さ
ι
7
Q

一
税
法
人
法
ば
「
剰
余
金
一
の
分
配
を
日
的

f
f
ご
、
弘
、
ド
モ
凶
又
は
財
阿
に
つ
い
＼
そ
の
嘉
兵
の
八
三
互
い
仏
い
の
有
叫
に
か
か

わ
い
つ
泊
一
夕
、
準
則
正
義
に
よ
り
法
I

ぷ
げ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
段
的
な
法
人
制
慢
を
創
設

L
9
な
わ
ふ
っ

し
、
同
法
い
基
つ

h
c設
L
J
さ
れ
る

討
団
法
人
リ
人
は
吋
凶
法
人
を
そ
れ
ぞ
れ
一
般
社
団
法
人
一
又
は
「
般
司
団
法
人
一
と
し
た
（
以
一
三
ご
九
句
を
ま
と
め

C
「
一
般

吋土
μ 

人

公
益
認
可
伝
法
仁
お
い
て

が
民
間
右
誌
白
か
ら
な
る

J
L
政
庁

六
九
一
閣
総
理
γ

へ
臣
キ
m
h
J

は
祁
退
前
川
県
注
事

、i

j

〉

L
L
し
ょ

ま
!・ 

出合
監議
背令II
tr JJ 
IT i党
う司
自j の
ほ店、
を日
骨J i二
五主主茶
」 J

イフ
l 必~ c• 

一
岐
社
団
話
人
ま
た
は
一
般
対
凶
法
へ
の
公
舟
性
を
認
疋
す
る
と
と
も
に

認
定
士
一
九
又
け
ー
に
法
人

と
一
般
社

E
法
人
J

人
は
故
例
区
法
人
を
で
れ
ぞ
れ

公
一
川
祈

E

川
法
に
よ

法
人
」

i
は
一
公
益
刻
印
法
人
」

j
一1
一た

f

以
下
、
号
、
れ
ご
そ
ま
と
め
て
（
公
首
認
定
法
人
」
と
い
い
、
こ
れ
一

険
法
人
ト
ど
を
し
九
祢

」
府
代
以
革
法
人
」
と
い
う

F

一
。
な
い
口
、
松
ト
除
法
広
、
中
間
法
人
法
ヤ
只
法
寺
、
ハ
汁
説
法
人
制
民
改
革
に
陪
臣
一
す
る
多
く
の
法
沖
の

整
備
与
を
わ
っ
て
い
る
が
、

公
誌
法
人
制
ん
均
一
1
1
革
関
押
一
一
訟
の
施
行
川
口

主
主
前
民
法
一
一

四
条
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、

七
十
成

Iヘ、
hで

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

月
一
刊
一
に
お
い
て
現
存
「
一
ゐ
口
公
益
法
人
に
コ
ド
、
は
、
問
地

h
R
Vち
立
平
争
経
過
4
y
る
刊
ま
で
の
刻
川
間

少々一

T
n
q
u
J

矛
J
j
n
m、
門
川

新
公
益
法
人
に
仲
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
移
行
ま
で
は
「
特
例
民
法
治
人
」
と
し
て
存
続
す
る

多一
1
uリヲ司
J

J

コ：
F

l

J

占

、

T
世
ハ
胃
同
H
r
i
b
－
事
ハ
L
P
L
E

詰
』
J
b
i
f
f

行
1
u

な
い
判
明
八
円
は
、

車
則
と
し
て
解
散

ζ
h
も
の
と
み
な
す
に
説
記

d

て
い
る

（
整
備
法
凶
一
U
条
は
ご
エ
四
六
条
」
コ

円以

f
の
よ
、
つ
な
ヘ
f

〆
論
法
人
初
概
改
革
に
よ
っ
て
、
読
に
、
非
rZ利
凶
討
が
そ
の
前
訪
日
的
め
い
カ
J
U
に
よ
っ
て
法
人
拭
μ

以
F
Jを
問

ま
れ
る
こ
と
が
右
く
な
泊
、
制
引

に
、
民
法
が
ら
法
人
い
河
f

ず
る
実
質
的
但
羽
田
帆
拠
決
部
品
V
U
T
羽
注
さ
れ
た
こ
と
か
立
法
人
保
拠
ぺ
い
し
ら

し
て
の
性
格
を
夫
い
、
非
常
利
法
人
に
持
す
る
一
段
法
が
名
以
と
も
に
存
在
し
な
く
な
っ
一
～
一
ま
た
、
第
三
円

校
法
へ
の
設

v
z

の
も
内
は
準
則
土
義
い
よ
り
認
灼
る
一
々

般
法
人
と
公
益
訟
岩
出
入
の
税
川
叶

i
の
取
は
机
い
に
午
ノ
毘
一
を
設
け
る
こ
と
で
、
法
ヘ
地
｛
の

取
得
と
税
制
ト
の
後
述
措
置
の
早
ず
い
と
の
神
一
前
一
竹
が

｛

T
却
す
皮
切

J

科
さ
れ
、
第

m
h、
公
益
一
足
1

↓
心
的
仕
組
み
を
整
俗
す
る
ご
と
戸
じ
縦
司

内
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Lス 1r
ti i[ズ
ク E

＇：＇ 敦め量
ゐ fr
こ 正え
との
と弊
,. -
b 戸

p，明

の tli'

あ.＼＊
る.J;iFe 

ベ」

主主
」ム

一
投
法
人
の
手
犠
牲
を
考
事
し

般
法
人
に
多
J

切
な
楼

し
し
宇
一
＋
ム
ハ
ツ
子
＼

一
技
法
へ
法
に
お
い
ご
投
法
人
の
ん
ロ
ニ
ピ
ド
閣
ず
る
法
崎
規
制
が
改
正
市
民
法
よ
り
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「

知
、
法
人
法
は
、

で
の
情
と
、
定
文
お
上
…
河
川
税
｛
疋
振
均
等
々
サ
／
、
内
山
…
て
会
社
法
に
類

m
Lご
お
ハ
リ
、
会
社
法
の
M
W
舗
を
い
礼
く
そ
け
、
い

ω

（切

こ
と
は
見
し
て
社
ら
か
と
あ
る

一
と
さ
れ

L

い
る
し
ど
こ
ろ
、
こ
の
部
似
性
は
法
人
心
刈
一
ヲ
γ

主
主
計
規
制
に
つ
い
て
も
看
取
す
る
こ

と
が
じ
さ
る

一
な
打
、
新
川
慢
の
施
打
に
合
わ
せ
て
、
平
成
一
六

4
長
準
内
基
本
初
什
弱
み
を
維
持
し
つ
つ
－

K
不
当
J

に
検
討
を
h
u
え
と

新
ト
ん
長
公
パ
吋
法
人
余
計
基
準
が
ヂ
一
同

u
、
い
佐
町
公
益
認
忠
t
J
委
日
三
十
日
よ
り
公
表
さ
れ
七

J
F

市
一
日
l

t
J
i
 

ー
ワ
ロ
ー
と

E
士
注
l
v
h
k

6
4
2キ
／
／
／
ノ
N
J
i

会
計
基
準
JE
以
ト
一

γ
成

。
｝
甘
本
準
」
と
い

f
な
わ
ち
、
ま
ず
会
社
ー
は
は
、
一
株
式
〆
品
川
刊
の
会
計
は
、

る
c」
－

M
H
法
問

（
丸
小
。
持
へ
ん
会
社
に
つ
い
て
川
法
大

11Y 
欠
汁く
、J t空
し ！

支は ふ

定正
し安
ーマー 、l' 
巳、 I

Lミ l
。訟
のめ
て’ A

,(.J '"' L，ソる
／＼ 
よi

掌
Pヘ、
よ

員十
の
，＇貰

f丁

従
守

も
ぴ〉

エ
『

一
般
法
へ
法
は

般
社
団
法
人

の
会
計
は
ー
ノ
ご
の
J

打
人
事
業
…
じ
応
に
て
、

一
紋
仁
公
正
若
こ
に
認
め
つ
れ

l
叫
ん
A

計
内
恨
む
L

従
う
も
の
己
す
／
叶
。
〆
民
法
（

A 
気＇r 

般
川
町
制
法
人
に
つ
い
て
は
罰
法
力
九
条
で
盆

l

回
二

公
v

司
法
人
に
つ
い
て
判
規
制
し
て
い
た
改
行
市
民
法
に
お
い

ζ

…
双
｛
「
包
〕
て
い
る

ー
は
存
在
工
会
か
う
と
会
計
に
悶
1
7
Q

紋
規
定
が
品
、
ぶ
ら
ぶ
決
4
1
t’U
A
J

に

一
投
法
人
法
に
わ
心
い
と
も
単
一
人
さ
、
伊
た
の
ご
あ
る
一

作
成
す
べ
き
一
n
持
辛
口
類
に
却
し
て
ら
、
会
社
法
は
、
法
務
省
／
一
ー
で
J

止
め
る
と
三
ろ
に
よ
り
、
各
事
業

q
皮
に
係
る
一
訂
算
苔
ね
端
技
庁
J

事
長

報
告
立
川
げ
に
？
れ
ら
河
川
イ
属
吋
維
蓄
を
作
成
し
右
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
に
対
し

同
法
珂

条
二
日
（
、
六
七
条

I）ヨ

技
法
人
法
は
、
法
務
省
令
マ
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
、
名
山
主
雫
斗
庁
一
ぷ
採
る
一
一
口
草
吉
総
及
び
事
業
釈
告
、
中
び
じ
こ
れ
ら
の
対
馬
川
叶
椛

舎
を
作
成

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
凱
吃

L

九
九
条
〉
、

同
法

~ーパ、

1ヨ

而
法
し
お
け
る
引
首
害
対
は
そ
の
範
叶
ド
リ
ね
い

て
多
合
同
F

な
る
も
の
の
、

ほ
ぽ
同

。
リ
じ
い
主

7

ペ
勺
し
亡
、
る

ーも

7

p

y
一
E

h

j

l

、J
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さ
ら
に

注
あ
る
い
は

殺
法
人
、
法
的
委
粁
を
受
け
と
法
務
省
告
で
は
、
で
引
れ
ぞ
れ
、
「
一
般
い
八
ム
什
妥
当
ζ

認
め
ら
れ
る

人L
量
さ
会
計
の
基
本
り
と
の
他
の

一八
l

」幸市〆

部
JC
図
法

会
計
の
保
行
え

1
7ル
的

d

な
け
れ
ば
な
二
な
い
｝

t

（
人
心
な
計
誌
埠
則
条
、

人
及
川
J

一
役
対
国
法
人
に
司

1
る
法
律
論
打
規
則

弘
末
、
ハ
刈
久
本
）

j
包
抗
的
に
混
｛
屯
さ
れ
え
上
一
〈
日
明
引
具
体
的
な
却
疋
が
お
一
小

れ
て
れ
る

L
f
J
叫
ん

d

校
法
人
の
お
管
に
調
す
る
法
務
省
令
の
鋭
疋
は
、

J
J
社
百
持
説
刻
に
比
し
、

fmめ
て
荷
主
な
も
の
と
な
っ
て

い？
h
v

一」一。

こ
内
ょ
、
）
に

一
般
法
人
じ
対
一
ヲ
品
会
罰
規
制
は
、
公
判
法

f
の
公
社
に
刈
す
る
も
の
と
酷
似
し
て
お
れ
、

そ
の
い
ず
九
に
お
い
て

も
重
要
な
域
全
が
一
舵
～
公
一
l
長
夫
1
Y

一
記
め
ム
J
れ
ミ

会
計
の
潰
行
」
あ
る
い
は

一
一
般
に
公
了
ド
変
当
と
町
一
川
J

的
人
れ
る

一
企
業
一

業
）
ム
古
川
の

「
企
業
｝
会
計
の
慣
行
」
で
め
る
こ
し
た
カ
J

て、

般
法
人
に
は
す
る
合
計
淀
川
刷
を
苓
♂
る
上
一
じ
、
会

の
似
の

社
法
｝
の
議
論
か
ん
い
に
参
考
！
ト
九
%
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

般
に
パ
ロ

U
妥
当
と
誌
や
3

れ
る
企
業
会
討
の

日－

仲
申
込
”
ふ
た
わ
『
一
般
に
公
司
妥
当
に
認
め
ら
れ
，
Q
K英
会
計
の
憎
い
わ
”
に
よ
づ
一
～
規
律
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
、
企
議
会
計
有
一
品
「
融
公
が
公

ま
ず
、
一
台
社
ー
は
じ
廿
常
ワ
く
余
計
処
市
川
内
原
則
お
よ
ザ
十
刀
法
と
い
っ
と
実
体
出
は

十
五
宇
る

d
λ

抗
議
r

出
計
川
原
則
』
J

ャ
，
町
め
ど
寸
る
r
i
討
議
中
準
が
、

「
一
絞
に
公
正
支
む
と
認
め
ら
れ
る

慣
行
」
に
当
九
人
る

υ〉

応
推
芸
に

る

~ 

般
に
会
汗
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
ヌ
（
市
議
会
計
の
恭
準
、
守
一
九
rH
む

L
A
μ

し
も
「
h
少
な
く
と
も
、

京
中
川
ら
リ
：
＋
晴
、

z
d
rけ
h
t
e

企
芸
公
口
の
憤

む
』
は
複
絞
存
在
す
’
urq能
性
が
あ
り
、
菜
穂
－

w末比
mu
－
規
模
等
に
よ
一
っ
て
仇
異
な
れ
V
U能
注
が
あ
る

」
と
さ
れ
、
す
成
一
七
円
改

正
配
商
法
内
解
釈
と
し
て
h
、
『
公
正
ナ
品
会
副
償
計

lよ

っ
と
は
限
ら
ず
、
複
数
存
在
一
ヲ
る
一
一
と
が
あ
れ
う
む
と
い
つ
の
が
光
説

。
そ
し
て
、
会
祉
法
ト
内
会
社
に
は
、
金
融
制
可
取
引
法
が
混
用
さ
れ
る
ト
同
町
会
社
や
丈
会
社
（
会
社
法

条
六
ロ
勺

に
あ
っ

い
っ
た
多
数
山
科
古
慌
係
者
あ
乙
い
は
林
平
の
奇
江
口
庁
予
た
さ
恥
る
も
の
か
晶
、
小
規
棋
の
問
鎖
的
公
社
ま
じ
多
株
な
も
の
が
奇
ム
M
4
る 'c l士
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》

、

－－

y

r

、
上
場
／
山
hrL

仏
ー
に
義
務
づ
け
に
川
乱
入
J

読
め
て
白
川
止
だ
か
つ
複
雑
合
会
計
義
没
会
組
い
H
H
い
す
る
こ

J

一
が
ー
一
山
小
潤
詰
ん
お
い
h

に
と
っ
と
も
リ
一

符
で
あ
る
に
は
到
成
前
さ
れ
な

ν

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
中
小
舟
慌
の

｝

h

。、可、、

l
J
L
V
 

い
ど
の
一
で
つ
な
会
計
民
間
方
法
詩
保
障
す

i珂べ
でき
グ〉 治ゐ
千士 レ

フ見 しミ

どっ ぅ
1；主こ
前 j

c hこ
あっ
J 「 1 】

'-' < 

つ日，，
" - ' 」二 iJ

か
な
り
広
い
退
択
肢
が
主
判
決
の

τ
で
ム
一
認
め
わ
れ
ぐ
れ
る
と
い

7
の
が
、
九
Z
H
刊
イ
い
の
吋
究
者
の

と
さ
れ
て
い
る
の

C
あ
る
“

う
一
の
よ
う
な
会
社
法
に
お
け
る
抑
制
肝
は

除
法
人
法
に
お
け
る
会
が
規
制
い
つ
い
ご
も
妥
当

γ
る
し
乙
考
え
ら
れ
、
合
金
く
し
乙
左
打

例
民
法
法
へ
は
は
ぴ
旧
公
話
法
人
ー
か
ら
一
一
院
法
人
に
持
γ
わ
し
た
法
人
に
つ
い
て
は

公
益
法
人
会
7

引
い
地
準
内
一
川
町
早
や
尚
一
用
状
況
か
ら
号
、
）
ノ
一

て

も

成

ソ
円
茶
準
が

般
に
公

tr－
「
と
誌
め
つ
れ
る
会
引
の
潰
行
」

h

へ
づ
は
ま
れ
る
こ
と
ど
は
な

し
か

L
こ
の
こ
1
ι
H
、
F
べ
て
の
一
般
法
人
に
平
成
二
u
t
h
基
準
の
採
用
が
強
制
ν
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
円
株
t
る
も
の
と
も
、

れ
が
京
一
小
山
「
般
に
公
一

ι安
吋
と
訟
め
ら
れ
る
ノ
山
討
の
浪
行
」
だ
と
い
う
こ
と
合
章
一
味
す
る
も
の
で
も
な
し

、
、
十
全
て
J
J
i
L
j
レ

手
本
－

1
1
4
h
f
z
f

同
税
、
一

般
！
日
江
主
r
妥
丸
、
と
必
め
ら
れ
る
会
討
の
慣
行
」
心
、

必
可
し
も
特
安
の
八
円
副
基
準
等
｝
山
限
定
手
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

奈
の
公
託
法
ι
へ
公
T

可
其
？
準

以
成
（
六
年
川
丞
ふ
マ
キ
ム
汚
す
っ
吐

Z
Z
－
や

λ

丘
町
南
公
計
原
則
片
山
い
っ
た
一
般
に
公
正

E
P一
↓
な
も
の
と
認
め
ら
九

る
仏
口
計
基
準
ご
あ
れ
ゴ
、
悩
々
の
般
在
凶
法
人
が
行
’
ぺ
川
宇
品
告
に
b
d
て
、
そ
の
い
ず
れ
ド
準
拠

τ一、
J
O
M

汁
し
文
え
土
い
）
ま
に
、
う

山
間
祈
人
ー
な
会
計
基

J

直
一
か
八
ム
止
妥
当
な
ム
ー
オ
憎
い
行
の
一
っ
と

d

て
ヶ
ヒ
守
さ
れ
た
陽
台
に
は
、
什
一
談
会
計
品
一
議
に
従
う
こ
と
も
考
λ
ら
れ

の
で
あ
る
。
主

L
て
、
ド
成
一
六
年
基
学
幻
降
、
公
益
法
人
兵
一
口
基
準
い
企
業
会
百
円
論
酬
明
と
千
法
が
義
也
前
町
に
導
入
さ
れ
ど

刀
ハ
と
い
っ
仁
、
そ
の

F

一
と
を
も
っ
仁
平
成
一
一
円
、
宇
長
単
に
規
定
さ
れ

C
い
な
い
事
項
に
コ
い
亡
は
当
然
に
作
業
公
示
に
準
拠
し
て
処

る却
す
べ
き
で
あ
る

（
若
し
く
は
準
拠
が
強
制
手
九

7
2
、
と
い
う
ご
し
乙
に
弘
な
ら
な
い
と
解
さ
九
ゐ

すい
urt
ろ
ん
、
法
人
が
注
意
じ
準

部

L
C処
川
町
す
る
こ
と
は
芋
し
f

子
ズ
な

ぃ

I

点
。
年
基
準
に
お
い
て
定
的
ら
れ
て
い
な
い
事
ァ
む
が
あ
る
嶋
台
に
重
要
な
｝
い
し
は
‘

度
重
会
主
改
hu

い
も

v
rわ
ペ
グ
、

な
け
一
川
主
疋
Z
れ
v
f

し
な
い
の
か
と
い
下
つ
河
出
な
の
で
あ
っ
亡
、
て
れ
は
昭
利
工
1

土
基
準
以
点
、 ア

〈一
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成
ら
一
年
基
準
に
τ
l
J
Q

ま
4

E

H

V

、
い
い
ゐ
「
八
F
A
J
パ
ヱ
片
山
人
会
計
一
に
闘
す
る
一
殺
的
、
様
川
場
的
な
井
口
準
を
一
小
し
た
も
の
で
あ
り
、
八
公
斗
可

注
入
会
計
の
国
論
止
ぴ
実
務
の
遅
異
に
郎
三
＼
ん
2

段
、
更
に
、
充
実
L
f

改
菩
を
問
一
リ
て
行
こ
う
と
す
ゐ
も
の
で
あ
中
t

と

γつ八ム

話
法
人
ム
ノ
一
H

基
革
の
円
は
と
、
て
の
前
提
と
し
て
の
新
旧
公
益
正
人
的
多
相
汗
と
に
求
の
ゐ
ご
j
が一
J
き
る
と
考
え
り
れ
る
の
で
あ
む

な
お
、

公
益
社
凶
法
人
及
び
公
詩
対
凶
法
へ
の
認
定
守
に
羽
ず
る
訣
倖
品
行
埠
訓

以

、

1

公
認
認
定
説
刻
と
い
、
っ

は
、
「
え
の
節

次
円
即
及
び
第
四
章
の
用
語
の
解
釈
及
び
同
地
f
疋
の
透
用
に
減

L
て
は

院
し
八
千
4
H妥
当
し
乙
誌
め
ら
九
る
公
溢
法
人
一
の

会
計
の
年
準
そ
の
他
行
公
訴
法
人
の
会
引
の
似
行
を
し
ん
酌
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
一
と
規
定
し
て
お
り
、

険
法
人
法
と
は
見
な

る
一
戸
ム
仕
法
人
の
余
計
の
某
準
」
め
る
｝
、
は
一
八
ム
持
法
人
の
会
司
の
潰
J

汀
」
と
い
v
、つ
L

三
戸
を
捌
い
て
い
る
七
め
、
こ
れ
ら
が
一
段
以
人

』
お
け
る
会
計
の
基
本
や
日

U
と
は
と
の
主
う
に
巽
ハ
ハ
ゆ
る
の
か
と
L
う
疑
問
が
生
ず

L
C

ヲ
一
の
ム
…
に
芦
止
し
と
品
川
伎
は
見
当
た
ら
な
い
が

当
訣
規
定
ム
H
h
u
，パM
4
4
定
規
印
ー
の
も
の
で
あ
行
一
て
公
訴
認
定
法
に
は
特
段
の
規
定

ふいm
h
v
い－一
L心

干
の
日
町

疋
び
時
弔
問
卒
P

引
っ
八
聞
は
的
取
得

第

"'' 
引
算
一
、
次
川
町
二
弔

苧

第
二
節

川
産

l
～
見
守
3

<:'' 

公訴法人ク〉会計L住fjる法的宅L相l

M
M介残九側、一

の
い
山
川
辺
川
の
新
釈
改
び
規
定
内
適
用
に
悶

v
J
L
1
」
一
括
弧
内
ば
川
当
選
川
押
入
、

J
P
V
F
れ
て
お
リ
、
こ
礼
ら
の
出
止
め
る

U
3註

じ
は
、
八
ム
r
社
次
人
の
λ

公
共
を
生
天
体
的
に
却
制
す
る
規
定
は
な
い

p

と
祈
削
山
山
氏
で
は

校
法
人
の
、
っ
ち
行
政
庁
内
認
定
十
一
点
ヌ
け
と
も
の

会
一
公

F

パ
立
法
人
y
h
寸
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る

階
門
町
て
L
A式
キ
採
っ
て
い
る
と
三
ろ
、

八FZ舟
認
疋
の
川
一
月
に
J
L

寸
た
ツ
ザ
は
い
一
宇
前
に
一
放
牛
山

人
に
適
羽
さ
れ
r
J
も
の
と
は
別
m
r
J
位
法
へ
の
九
五
百
円
慣
行
一

に
徒
一
リ
て
／
山
一
一
口
処
理
を
行
っ
こ
が
ノ
こ
と
主
ご
を
要
求
し
こ
い
る
と

は
考
又
に
く
い
守
｝
と
か
ら

士見
Jlj 

条
に
い
う
公
説
法
へ
の
会
恥
の
基
準
あ
る
い
は
慣
行
は
、
会
経
法
人
公
布
基
準
を
は
じ
め
し
ど
一
す

ア
匂
、
外
部
相
山
吉
を
い
臼
晦
と
し
て
公
対
決
へ
の
ん
4
i
ふ
さ
い
大
体
的
ト
税
制
す
る
基
準
あ
る
い
は
憤
／
七
を
長
味
す
る
の
に
ぽ
全
く
、
公
パ
川
認
定

刊
品
川
市

宵
M

川市

節
及
び
第
』
車
に
ぺ
止
め
る
「
芝
市
白
川
崎
山
寸
前
比
i

片山I
」
、
「
遊
休
対
拝
領
で
「
公
益

H
的
事
長
討
す
什
」
、
ヌ
マ
パ
買
い
U
的
取
川
戸
川

財
産
伐
十
出
」
と
い
っ
七
公
訴
認
定
必
要
ど
さ
わ
る
紋
柄
の
述
u
！
な
算
正
方
法
、
て

同
討
死
「
f

本
第
二
節

μ
規
定
す
る
財
産
司
何
年 条
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久
保
田
－
汁
五
一
一
一

C
H
dす
い
け
の
ム
パ
門
話
人
前
伎
の
改
主
公
益
法
人
制
民
改
革
民
連
一
肱
官
」
才
土
い
」
刊
企
一
五
同
PJ
一
C
E
J

71

注
H

桜
川
口
雨
「
忌
本
決
コ
シ
メ

J
h
y
j
ν

民
法
投
地
叫
冊
法
山
了
ム
「
二
p
i
Zウ
ヘ
川
吋
ハ
円
本
副
誌
在
、
第
五
一
司
新
条
文
汀
照
補

U
店
、
ヤ
は
一
七
年
）
ん
じ
自
（
森
章
言
f

υ

一
一
三
指
川
芳
れ
庶
い
特
2

／ヤ占「
1
7
税
制
研
究
ム
古
一
v桶
自
ノ
ャ
」
「
J

ブ
の
悦
制
凶
斗
』
ヘ
設
問
版
、
山
村
六
つ
平
一
一
四
口
頁
勺
な
お
、
二
句
、
フ
制

U
川
は
、
れ
ド
ゴ
坊
の
わ
が

E
J
Vお
け
る
法
人
円
相
bvl
攻、つJ

仏
人
位
全
九
＋
く
免
冷
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
書
く
は
去
持
世
人
で
あ
る
が
、
一
か
か
る
法
』

に
対
寸
P
Q
非
宗
刊
刊
の
民
り
扶
ド
は
、
げ
つ
に
そ
り
誌
立
号
、
お
け
る
活
動
日
制
し
と
な
メ
ら
監
首
が
／
打
わ
れ
て

L
tい
山
え
に
、
述
や
か
話
相
7
立

比
四
討
を
要
J
q
る
7
1」
刀
明
ら
か
ご
あ
る

3

事
王
、
羽
打
法
の
も
と
じ
は
、
十
、
、
民
有
J
h

カ
ー
刀
る
非
司
柑
br
認
め
る
こ
L
～
に
対
す
る
泣
い
官
権
br
な
人

ら
持
コ
て
、
な
い
し
、
ま
れ
～
か
カ
る
法
人
の
活
動
f
4
1割
引
待
券
十
K
M
T
る
い
？
な
ゐ
惟
阪
も
払

υ
て
い
な
い
ロ
ょ
の
よ
う
な
事
訟
を
是
正
r
y
y
Q
tこめ

に
、
担
税
注
視
は
、
ま
ず
法
人
h
J

利
品
を
ふ
平
品
ま
T

一
は
一
部
免
ヘ
バ
さ
わ
：
述
～
げ
さ
丸
出
品
H
L
h
～
お
ロ
び
趣
旨
存
、
開
般
か
っ
一
具
体
的
守
規
定
す

る
よ
改
正
「
べ
長
円
で
あ
る
｝
と
上
た
一
何
言
、
回
戸
）
一
一
心
較
牛
口
三
受
け
て
、
法
人
科
j
い
の
結
社
一
吉
川
司
改
正
に
よ
っ
て
、
ヘ
ru
帯
法

人
の
収
魚
事
業
ー
カ
ら
生
ヒ
ナ
刈
得
一
i
対
し
ご
法
九
日
羽
が
課
さ
れ
る
一
」
2
P

と
な
っ
ト
一
心

一6

内
閣
山
市

d

仁
川
叫
一
一
九
l

定
取
到
民
仏
法
人
に
問
r
y
る
平
次
報
告
日
一
七
寅
一

一
寸
技
ム
ヨ
示
日
刈
訂
民
法
松
川
い
ぺ
刊
行
法
主
古
、
山
相
凶
行

jyJ

一
ヘ
、
一
回
全
司
、
持
九
平
刊
誌
刊
透
明
何
「
守
版
以
現
只
法

h

一
）
桜
町
一
、
一
（
有
生
脳
、

μ
成
一
千
一

J

百
円
（
林
良
和
こ
の
r
で
72r沼
～
礼
的
見
解
日
対
仁
、
日
山
川
貫

1

人
比
一
打
出
人
制
的
以
尚

治
草
L
Y

羽
川
一
，
ン
フ
リ
ス
八
七
つ
勺
一

H
M
H
h
6
J
大
口
、
「
ム
パ
盆
p

l

y

一
日
い
う
も
の
の
、
民
主
第
一
叫
長
に
一
到
し
て
刑
す
れ
ば
、
制
丑
込

人
。
社
回
詰
人
品
川
門
か
し
ム
～
人
圧
と
関
連
が
あ
り
、
か
つ
非
廿
い
刊
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
と
に
、
引
1

明
確
な
公
益
ヨ
的
を
均
げ
る
必
要
は
な

い
（
」

1y

詰
じ
る
c

一
氏
〈
村
長
五
一
公
詩
作
仇
F
へ
の
研
究
日
一
昨
品
且
十
古
馬
、
科
粧
ム
一
汁
一
ハ
一
良
ー

ミ
二
最
判
昭
初
l

八
一
年
じ
月
虫
口
判
例
時
報
二
凡
七
ロ
F
J

九一一

L
T
問
。

一
刊
レ
川
村
山
市
川
平
「
公
立

J
T、
制
慢
の
問
題
山
J

K

課
題
一
上
、
」
ン
プ
リ
人
ト
ハ
一
こ
E

J

人
ハ
引
υ

公
持
法
人
に
つ
い
て
の
に
」
ル
柏
村
J

じ
よ
る
公

伝
性
認
J

a

法
人
、
柏
U
い」Z
J
L
d
宇
都
じ
こ
税
制
笠
通
直
絡
が
U

い
い
」
千
三
れ
フ
パ
ザ
制
存
え
が
、
ン
ウ
ブ
勧
告
は
校
民
1
一
、
神
持
5
れ
て
さ
と
一
出
、
介
武

史
非
ー
か
ぷ
三
代
同
体
主
税
の
域
詩
的
パ
川
村
二
一
」
同
京
学
会
雑
誌
一
一
二
在
一
一
号
一
（
J

一
ー
じ
ゃ
己
主

一H

f

店刊日間流
a

的
拘
一
一
～
士
、
一
向
、
（
決
泉
主

．、
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一
村
役
持
一
凡
沖
一
同
体
日
お
に
お
け
る
で
刊
阪
人
Z
L

法
律
時
町
村
F

じ
を
一
u
寸
人
〕
八
八
頁
ハ

一
日
政
安
b

p

則
男
弓
1
7
t
」
一
八
百
九
り
ま
見
善
タ
「
公
括
的
川
悼
に
お
け
る
去
益
性
！
と
非
営
利
件
一
ジ
ェ
リ
ス

l
一一一
J

立
ヲ
江
「
リ
↑
門
口
町

こ
の
よ
つ
な
屯
鮮
は
、
「
ペ
ム
誌
と
世
利
と
を
い
わ
ば
同
一
社
の
珂
端
Li
位
百
t
る
も
の
と
－
p
ぐ
の
中
間
に
公
持
む
も
m

利
で
も
な
い
却
均
九

あ
る
、
と
与
え
て
い

3
よ
か
の
よ
、
つ
ご
あ
る
」

k
民
相
会
る

一
叫
位
久
開
設
一
非
時
一
い
J

引
法
人
土
い
の
い
ま
」
法
律
寺
将
人
む
を
一
刊
す
一
戸
＼

一
日
南
本
世
間

H

一
公
訴
山
人
心
指
導
監
官
に
H
h
づ
Z
Z準
ワ
ぃ
、
公
詩
仙
九
一
μ政
の
推
移
と
現
代
」
、
二
つ
7
ハ
ト
八
三
ハ
リ
ロ
勺

街
、

一時
J

持
裕
一
一
“
公
訴
J
M
人
州
党
入
門
n

ァ
、
ム
益
法
人
協
ヘ
ペ
昭
如
斗
一
年
＋
＼
一
ー
じ
囚
ぃ
一
司
「
｝

一
戸
川
一
昨
日
町
日
円
以
去
作
は
せ
ず
、
ド
L
く
は
貯
注
目
録

Iml正
の
記
載
」
て

L
4
弔
む
、
法
人
の
川
弟
、
常
事
又
は
清
算
人
は
、
五
三
ん
け
以
卜
心

退
U
l
に
処
寸
心
も
の
」
気
ど
L
L
九
、
改
正
前
民
法
人
目
誌
の
一
一
位
百
寸
一

一
吋
一
加
出
宜
l
「
ヤ
サ
常
利
法
人
八
九
J
F

制
度
化
へ
の
問
団
担
行
一
八
止
幸
会
計
一
一
J
h
有一

E
一
リ
一
一
一
付
「
公
係
改
入
、
会
計
の
特
買
し
ζ

計
バ
し
い
満
治
t

流
通
が
治
論
生

U
幸
一
守
一
良
一

一
円
笹
田
よ
れ
捌
ほ
か
「
Mm
説
会
人
同
証
仏
人
会
副
島
半
の
仏
制
パ
パ
」
つ
め
ぐ
る
訪
問
題
公
益
法
人
一
心
巻
丹
四
円
長
埼
嘉
一
郎
党
一
口
）

一
功
社
同
高
嘉
一
郎
一
抹
尋
問
公
益
法
人
及
び
公
仕
法
人
会
計

z
－m

」
企
業
主
計
一
ハ
を
一
一
口
勺
四
回
高

v
Z八
μ
、
昭
和
何
年
八
ヰ

ド
党
ω
買
3

正
一
郵
政
肖
↑
叶
皆
の
活
白
川
主
輸
協
会
の
司
欺
事
件
戸
J
茸
訟
で
取
り
F

げ
p
つ
れ
れ
一
一
」
と
が
、
公
証
決
人
に
対
ー
二
に
斡
哲
官
ー
が
実
笠
市
川
去

を
行
、

J
h
誌
と
な
り
た
と
さ
れ
る
。

一
川
ゴ
行
政
右
四
庁
「
ペ
バ
揺
決
へ
の
出
専
再
哲
に
悶
1
6

る
行
政
転
結
」
じ
致
監
察
円
相
川
一
凶
人
巳
J

ハ百
r

一
刊
行
政
世
翌
月
・
前
掲
注
一
目
ヴ
，
九
一
只
つ
な
お
、

F

一
」
仁
以
外
ハ
リ
較
J

川
頃
日
は
、
二
、
公
え

υ人
の
設
す
れ
許
可
お
二
ぴ
定
款
守
的
変
更
の

認
可
に
ず
る
悲
リ
阜
の
作
成
、
一
宥
vhZμ

ド
ド
仁
川
提
出
主
義
務
づ
け
る
書
執
の
ι
や
掛
お
よ
ぴ
提
出
同
町
収
作
再
検
討
、
コ
一
公
玩
法
人
皆
汗
ヘ
i

府
内
搭
備
、

F
E
一
公
持
法
人
に
対
す
る
来
務
お
k
び
日
産
の
ド
ヤ
況
の
検
査
の
強
化
、
一
1η

↓
）
宇
井
出

t
v
uわ
れ
こ
い
～
一
い
バ
ハ
眠
、
専
の
並
河
、

2
C
事
主
活
動
が
渋
人
設
立
の
一
己
的
仁
必
ず
し
も
渋
、
て
い
な
い
法
人
ー
な
ど

L
U
3
る
拡
置
、
ヘ
i
」
そ
の
他
玖
苦
什
位
置
i
f

ケ
話
J
q
J
Q
E
吏
さ

あ
る
事
項
、
及
び
一
八
官
～
在
職
峨
い
H
n役
職
up華
訟
の
州
制
こ
あ

J

内
、
一
行
政
昨
日
耳
戸
l

a

刑
拐
ぃ
一
一
ヨ
：
二
一
一

E
J

一
円
川
一
行
政
時
口
fL出
h

「
志
打
い
汁
d
るハ行中戸

IJU
判
者
」
行
政
主
祭
耳
報
一

A
A川
『
一
、
〉
一
一
口
、
宮
村
民
1
I
仕
法
人
行
政
の
草
み
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公
設
法
人
骨
両
事
説
連
結
協
議
会
一
り
＋
汁
」
公
持
法
人
一
主
ム
口
勺
一
一
頁
ハ

一
叫
弁
明
叫
総
理
士
、
百
一
口
一
持
管
理
主
縞

a
公
並
土
、
ヘ
ミ
計
基
卒
円
前
一
一
下
パ
持
決
人
門
均
ヘ
氏
、

wm和十
π
一〆「〉

1

ハ頁

p

弁
明
叫
詑
庄
太

γ

一
副
一
一
管
理

一
河
一
同
体
’
前
掲
みI

引
い
」
一
四
頁
、
内
問
総
理
へ
同
官
房
付
管
内
岬
d
王
絹
引
相
江
（
内
山
）
？
ヘ
七
百
戸
内
閲
給
四
六
E
d
h
－
烹
一
次
理
室
ゃ

一
司
内
閣
総
正
大
悼
ん
円
一
一
ザ
巳
山
川
一
室
一
一
仏
、
持
他
人
会
計
立
川
止
問
一
｛
可
荷
一
一
引
い
つ
い
て
二
一
」
公
益
法
人
一
一
長
九
号
一
十
民
、

一
一
川
財
昨
日
お
日
つ
L
て
は
、
改
正
前
「
士
山
円
い
よ
勺
て
之
の
咋
叫
が
強
制
さ
れ
て
M
h
J

も
り
の
、
（
年
決
心
再
所
作
成
予
わ
れ
乙
一
川
岸

H
認』

い
ご
て
の
設
的
事
会
訂
将
仇
百
円
、
ね
じ
補
幼
簿
、
明
結
滑
か
』
h
k
る

4
の
で
あ
り
、

J
H借
対
出
安
一
に
お
け
る
資
話
札
口

R
Tの
明
訓
ナ
よ
一

J

て

の
役
割
を
栄
七

F
ト
「
ぎ
」
一
人
ぞ
の
た
引
川
珂
蒲
的
脅
義
は
必
J
5
い
」
ー
と

y
d
fつ
れ
ど
一
内
閣
総
訂
八
日
吉
田
昔
日
室
↑
帽
。
常
ぬ
正
／
山
一
一
回

’R
t
荷
弔
嘉
一
郎
）
｝
ヘ

一
括
杭
い
お
総
日
立
十
人
在
行
一
持
管
r
pァ
タ
柄
拘
川
相
在
r

訓
一
八
民

r

判
ぼ
仏
F
R
大
E
A
H
E
f官一
L
一
午
、
一
何
日
、
詐
弱
気
部
ー
ム
註
J
い
人
会
計
の
実

M
t註

3

立
一
内
閣
総
同
工
八
川
口
山
一
応
恰
浬
雫
同
「
公
持
法
人
会
訂
基
日
午
門
前
一
一
一
ハ
一
九
一
六
制
法
人
協
会
、
問
柑
十
π
二
年
一
円
、
久
す
－
勇
三
、

品
川
山
人
会
計
基
一
一
の
迫
田
引
に
つ
い
よ
火
柱
法
人
人
巻
一
口
口
勺
一
五
百
c

一
均
五
体
リ
山
一
一
「
公
孫
訟
へ
会
計
基
平
＼
の
い
伝
言
一
完
一
」
企
業
会
副
一
九
壱
一
心
寸
l
f
t
y
ヘ
耳
c

一
泊
久
世
・
的
拘
津
知
）
五
五
日
｝
杭
’
前
仰
向
江
r

同
一
川
八
九
民
も
包
見
仙
に
旧
公
益
法
人
の
財
店
、
ヘ
ハ
計
あ
る
い
d

は
討
庄
昔
日
h

一白川

1

る
川
泊
三
が
日
。
と
ん
ど
な
い
こ
と
ロ
「
大
き
な
内
郭
点
一
で
あ
り
、
「
乳
在
川
品
、
山
川
川
の
方
法
一
財
務
汀
全
日
比
…
円
リ
半
刻
一
な
L

で
一
一
れ
を
補
っ
と
い
る

が
、
ふ
律
に
扶
拠
規
定
の
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
L

と
－
M一
仁
て
い
た
ひ

一
引
一
世
田
市
川
占
か
a

p

引
掲
沖
山
間
）
一
円

f

女
別
佼

1
死
一
円
及
び
J

書
出
品
川
一
郎
詰
言
、

J

一
刊
山
内
閣
総
正
大
仲
山
一
一
ザ
巳
山
川
一
室
了
削
指
江
（
吋
ず
e

一
買
、
た
だ
し
、
山
町
ム
一
什
及
川
止
の
、
旭
川
市
市
は
、

1
京
一
一
的
背
じ
よ
院
大
呈
教
民
が

店
制
H
A
i
r
「
ju
行
つ
v
心
中
川
丘
に
よ
れ
ば
、
ム
ア
叩
え
ぴ
一
部
ぬ
別
オ
ー
ム
口
わ
せ
亡
六
九

czで
あ
っ
、
ま
亡
、
総
理
府
菅
浬
一
ず
が
昭
相
互
七
年
い
部
品
一

川
翠
円
公
誌
法
九
事
務
士
宮
司
担
T
1苔
じ
対

Lrh行
J

た
苅
存
い
れ
仁
れ
ば
、
全
部
及
び
一
部
週
明
モ
ム
わ
上
て
有
%
で
お
一
ノ
れ
ん
一
一
h
林
旬
、

百
店
、
静
渋
人
会
計
草
半
の
再
牧
討
に
つ
い
て
一
一
乙
氏
、
益
法
人
一
一
巻
一
一
言
一
り

ι

一ごっ

一
幻
～
執
井
市
光
一
一
心
持
仏
人
会
計
立
準
一
の
見
直

L
ド
つ
い
て
企
業
会
計
一
F

壱
：
行
方
一

E

一川
H

村
裕
一
一
人
的
徒
円
程
済
社
会
に
お
け
す
公
係
法
人
心
役
割
と
烹
山
地
」
t

J

｛
ノ
ミ
ト
人
仁
〈
〉
男
一
一
、
百
は
、
一
公
給
法
人
の
業
務
そ
れ
d
C
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件
、
あ
品
川
は
公
日
拝
礼
他
人
に
問
主
ヲ
る
打
は
に
つ
い
て
の
冒
旭
川
V

仁
の
改
昔
措
宝
と
し
て
今
vー
と
ら
れ
る
べ
き
施
泊
代
は
、
お
お
む
ね
、
干
の
松
川
一
川
山

ド
柄
山
位
さ
れ
て
い
る
と
い
う
守
、
I
い
で
あ
ろ
う
υ

一
と
許
μ
附
す
る
υ

日2
 

一
お
一
内
閣
え
月
十
八
月
刊
一
一
音
迎
山
至
「
八
九
持
法
1
A
Z
－
－
川
立
少
年
の
改
止
に
つ
い
く
企
来
会
計
一
七
幸
一
一
い
す
E
E
口
3

E
お
、
公
誌
法
人
寸
与
〕
何
十
4

1ヲ』

菅
連
絡
会
五
は
ー
公
詳
凶
ー
へ
位
杭
じ
事
説
連
絡
高
誌
ム
訂
i
f
T
涜
止
1
て
、
昭
和
／
心
年
六
月
一

o
r荷
み
こ
に
日
置
さ
れ
と
一
同
論
文
ー
凶
川
一
円
て
り

こ
の
担
制
一
ハ
ハ
）
年
立
品
は
、

JTへ
の
ゲ
パ
デ
J

ス
と
い
三
聞
に
ハ
～
占
式
提
一
叫
し
と
会
計
基
惟
？
の
f
r

ザ
一
」
「
加
肯
＝
】
一
は
か

1

座
決
人
4

1

今

年

山

仙
九
会
計
U

胃
、
抑
止
十
の
改
正
』
る
蛇
ぐ
三
よ

j
1
C
F
八
ン
5

7

トノル

J

巻

一

ヲ

一

一

民

［

加

工

早

一

口

〕

一

一

川
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